


　西日本経済協議会は、平成１８年９月１４日、第４８回総会を金沢市に 

おいて開催し、別紙の決議を取りまとめました。 
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ようお願い申し上げます。 
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　わが国経済は、地域間でのバラツキはあるものの、企業部門の好調さが
家計部門へ波及していることから、投資と消費の好循環が続いており、民
需を中心に自律的な回復過程にある。 
　しかしながら、原油価格をはじめとする一次産品価格の高騰、米国経済
の減速など、企業収益を取り巻く環境は厳しさを増しており、経済界の自
助努力とあわせて、政府においては、時期を逸することなく適切な経済政
策を実行することが求められている。 
　わが国が、安定的な経済成長を遂げるとともに、通商立国、科学技術創
造立国、観光立国として、世界の発展に貢献していくためには、「モノづ
くり」などを通じて実体経済を支えている各地域を、日本の成長エンジン
として、育み、成長させる仕組みが不可欠である。 
　同時に、経済のグローバル化が加速する中にあって、欧米諸国や中国、
韓国をはじめとするアジア諸国との相互理解の重要性はますます高まって
いる。このため、近隣諸国との信頼関係を深め、アジアダイナミズムへの
戦略的対応を促進していく必要がある。 
　かかる観点から、西日本経済協議会は第48回総会において、『魅力と活
力あふれる地域の創造と自立型社会の実現－西日本からの提言－』を統一
テーマに討議を行い、次のとおり決議した。 
　政府におかれては、本決議の趣旨をご理解いただき、今後の政策運営に
あたって十分配慮されるよう要望する。 

別 紙 



１．一層の構造改革の断行と安定的な経済成長の両立 

わが国は、深刻な財政状態が続く中で、人口減少、少子高齢社会を迎えて
いる。次世代に過度の負担を残さず政策の柔軟性を確保するためには、一層
の行財政構造改革に優先的に取り組み、“簡素で効率的な政府”の実現が不可
欠であるとともに、安定的な経済成長との両立を図るため、多様な主体の活
力を引き出す税制改革等を強力に推進していく必要がある。 
 
  （1）徹底的な歳出削減の先行を柱とした行財政構造改革の断行 

・公務員制度改革、特別会計改革など公的部門の構造改革の促進 
  （2）個人・企業・地域・国家の活力維持向上を目指した抜本的な税制改革の推進 

・景気変動による影響が少ない租税体系の確立、法人実効税率の引き下げ 
  （3）人口減少、少子高齢社会の進行に歯止めをかける包括的施策の樹立 

・少子化対策実施主体の一元化、少子化対策施策への重点予算配分の実施 
  （4）受益と負担の両面から国民理解を得られる社会保障将来ビジョンの明示 

・年金・医療・介護など社会保障制度の適正化・効率化の推進、改革論議 
の積極公開 

  （5）環境税の導入によらない実効を重視した地球温暖化対策の実施 
  （6）学校教育の多様化による教育現場の活性化、教育の質の向上 

２．地方分権改革の推進 

　「国から地方へ」の分権改革の実現は、新しい国の枠組みづくりのための
要諦である。 
　わが国の国力を総合的に高めていくためには、国と地方の政府のあり方を
抜本的に見直し、各地域において、それぞれの地域特性等を踏まえた政策の
企画立案・実行が主体的かつ自立的にできる新たな地方行財政システムを確
立する必要がある。 

  （1）地方分権推進のための法制度の早期整備 
　 ・地方分権推進にあたっての基本方針、方法、目標期限等の明示 
　 ・地方への権限、財源移譲のための関係法令の一括改正の検討促進 
　 ・地方と国の共同による協議機関の早期設置 
  （2）道州制実現に向けた国民的論議の醸成
　 ・国と地方の役割分担、財源調整のあり方等諸課題の具体的検討の促進 
 



３．地域の特性と強みを活かした産業の活性化 

　激化する国際競争の中でわが国が優位性を堅持していくためには、高付加
価値製品や新しいサービスを持続的に開発していく基盤と、この活動を支え
る人材づくりが重要となる。 
　また、自由な経済活動を阻害する規制の撤廃等を引き続き進めるとともに、
各地域で取り組んでいる産学官連携や、地域資源を活かした観光振興等に対
する環境整備と支援を行っていく必要がある。 

  （1）科学技術創造立国への基盤整備-第3期科学技術基本計画の着実な推進- 
・新産業の創出に繋がる研究開発分野への重点投資 
・技術、技能の継承支援並びに人材の育成 

  （2）産学官連携ネットワークを支えるコーディネータ機能の強化や支援体制の充実 
  （3）国際競争力のある観光地づくりとこれを担う人材の育成 
  （4）アジア諸国との経済連携協定（EPA）の早期締結 

 
４．地域の活力を育む国土形成の推進 

　わが国の持続的成長のためには、各地域が自立的な経済力の維持、強化に
取り組むとともに、地域間の連携促進による相乗効果を生み出し、国として
の総合力を高めることが重要である。わが国発展の基盤となる国土づくりに
あたっては、国民生活の安心・安全・安定の確保とともに、地域の主体性を
活かし、地域間連携を見据えた戦略・プロジェクトに係る社会資本整備を、
広域的な視点から、重点的・効果的・効率的に行っていく必要がある。　　 
 
  （1）国民生活に安心・安全をもたらす治山治水、防災事業等への優先的予算配分 
  （2）新幹線、幹線道路などの基幹高速交通ネットワークの整備促進 
  （3）伝統・文化など地域の強みを活かした独自のまちづくり等を反映する国土形成 
 計画の策定 
  （4）地域の国際化を促進する拠点港湾・空港機能の強化 
  （5）陸・海・空を一体活用した戦略的な国際物流ネットワークの構築 

 
　　　　　　以　上　 




